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山梨県地域医療構想の振り返り

資料１

令和8（2026）年2月2５日

令和7年度地域医療構想調整会議（峡南構想区域）

山梨県福祉保健部医務課
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１．現行の山梨県地域医療構想について

2



3



4

○病床機能報告の全県の状況について

• H26年度からR6年度までの病床機能報告の推移は右下のグラフのとおり。
• 必要病床数には届いていないが、高度急性期・急性期・慢性期病床は減少し、回復期病床は増加した。

２．病床機能報告の推移及び2025年必要病床数との比較



• 構想区域ごとの比較は下記グラフのとおり。
• 峡南構想区域では、急性期・慢性期病床が一部削減されたものの、急性期・回復期病床は現状と必要病床数との間に
依然として大きな乖離がある。

• 一方、病床機能報告ベースの比較にとどまるため、実態把握に当たっては、病床稼働率や平均在院日数、救急搬送受
入状況等に加え、レセプトデータによる入院患者の実態との比較を踏まえた検証も有用である。

○病床機能報告の区域毎の比較について
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３．地域医療構想の振り返り調査結果について

○峡南区域の病床の状況について
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 病床機能報告における病床の状況（R7.7.1時点）について

計
南部北部

医療機関

南部合計しもべ病院身延山病院飯富病院北部合計峡南病院富士川病院

病床機能
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0000000000000000高度急性期

19921371900031504040128123252510398急性期

1830183000183000000000回復期

9494949494940000000000慢性期

ー76ー20ー0ー0ー20ー56ー0ー56休床

3114131832349494498040601281792525103154計

 非稼働(休床)理由と今後の方針について ※該当医療機関のみ

方針の詳細方針休床の理由医療機関名

市川三郷病院の入院機能を休止したことに
より、看護職員の集約が可能となり人手不
足が緩和したため、休床前の医療機能に戻
すこととし令和7年8月に再稼働した。

再稼働
看護師が不足
していたため

峡南医療センター企業団
富士川病院

病床削減による補助金事業があるならば、
関係団体と協議をした上で廃止時期や削減
病床数を決めていきたい。

検討中
看護師不足の
ため

身延町早川町国民健康保険病
院一部事務組合立飯富病院

＜参考＞

出典：「峡南構想区域区域対応方針」８頁



○峡南区域の取組と達成度、基金の活用について
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 地域医療構想に係る取組の達成度について

地域医療構想に資する取組の達成度と理由医療機関名

急性期病床14床を回復期病床に転換することはできたが、重症度医療必要度の施設基準の確保に懸念要素があ
り、更なる増床に至っていない。

一部達成できた
峡南医療センター企業団
富士川病院

病床を40床から25床へ削減し、地域包括ケア病棟とすることで在宅医療の強化を図った。完全に達成できた社団医療法人峡南会峡南病院

完全に達成できた
身延町早川町国民健康保険病院
一部事務組合立飯富病院

飯富病院と連携した医療提供体制の見直しは計画より遅れているが（2027年4月を予定）、その要因は連携手法
が経営統合や指定管理者制度の導入を伴うものになり準備に時間を要しているため。

半分程度達成できた公益財団法人身延山病院

完全に達成できた医療法人桃花会しもべ病院

 地域医療構想に係る具体的な取組について

取組の効果その他の取組
地域医療
連携推進
法人の設立

在宅医療
の強化

医療機関
の再編

病床
転換

病床
削減

医療機関名

○○○
峡南医療センター企業団
富士川病院

病床削減し、患者さま一人一人と向き合えることができるように
なった。また、地域ケア病棟になったことで、在宅医療をつなげ
ることができ、切れ目ない医療を提供できるようになった。

医療型短期入所事業の開始○○社団医療法人峡南会峡南病院

○○
身延町早川町国民健康保険病院
一部事務組合立飯富病院

地域医療連携推進法人が中心となり、峡南南部地域の医療機関
の再編等に向けた協議・準備を進めることができている。

医療機関の再編（医療機関
間の機能分化、統合等）に向
けた準備

○公益財団法人身延山病院

○医療法人桃花会しもべ病院

 地域医療介護総合確保基金の活用について ※該当医療機関のみ

内容活用年度補助金種別医療機関名

14床を回復期へ転換R7地域医療構想推進事業費補助金（施設整備・設備整備）峡南医療センター企業団富士川病院

25床を地域包括ケア病棟に転換R7地域医療構想推進事業費補助金（施設整備・設備整備）

社団医療法人峡南会峡南病院

15床削減R6病床機能再編支援事業給付金（病床削減）

26床削減R6病床機能再編支援事業給付金（病床削減）医療法人桃花会しもべ病院



○峡南区域区域対応方針の取組と課題について ※一部抜粋・要約
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具体的な取組事例進捗状況・課題関係機関

【医療機関の再編統合・入院機能の集約】
市川三郷病院の入院機能、外来機能の一部を集約。
【区域内の救急医療体制の連携強化】
市川三郷病院の診療所化に伴い休日救急日を当院が担うこととした。

急性期病床14床を回復期病床に転換することはできたが、重症度医療必要
度の施設基準の確保に懸念要素があり、更なる増床に至っていない。

峡南医療センター企業団
富士川病院

【地域包括ケア連携の推進】
退院後に自立した生活を送れるような支援をしている。
【在宅医療の体制強化】
在宅診療や訪問看護を積極的に受け入れている。

地域包括ケア病棟に転換し、在宅医療につなぐことができてきている。現在の
課題は人材確保で、看護師は、慢性的に足りていない。充分な医療を届けるた
めに人材確保は大きな課題である。

社団医療法人峡南会峡南病院

【在宅医療の体制強化】
在宅医療連携体制構築支援事業費補助金を活用した。

令和9年4月の経営統合後は診療所（有床か無床かは未定）+老健となる。経
営統合に向けての準備や人員の確保が課題。

身延町早川町国民健康保険病院
一部事務組合立飯富病院

地域医療連携推進法人みなみやまなしが医療再編の基本方針を決め、2025
年9月に一部事務組合を設立し、現在は指定管理者の選定を進めている。今
後は指定管理者の決定後に、具体的な取組を協議する予定。人口減少や少子
化が進む中、医療人材の確保をどのように進めていくかが課題であるが、医
療再編に際し退職者が出てしまい運営に支障が生じないか懸念している。

公益財団法人身延山病院

【ICTの活用による業務効率化】
医療DX及びDX化

医療資源不足（医師・看護師）医療法人桃花会しもべ病院

【在宅医療の体制強化】・【ICTの活用の推進】
関係機関と連携し、バイタルリンク運用に関する周知を行った。

関係機関と連携しながら在宅医療を推進している。地区医師会

【医療機関の再編統合・入院機能の集約】
みなみやまなし連携推進法人内で峡南南部地域の医療再編を検討。
【医療再編に関する住民への周知】
令和７年１０月に峡南南部地域の医療再編について各町広報で周知を行った。
【在宅医療・介護に関する協議等】
各種会議を通じて、在宅医療・介護に関する課題の情報共有を行った。

峡南南部地域の医療再編に向けて、みなみやまなし連携推進法人の基本方針
に基づいて医療再編を目指している。
在宅医療・介護を推進するために各種会議を通じて、課題解決のために具体
的な取り組みに繋げている。

各町

【在宅医療の体制強化】・【在宅医療・介護に関する協議等】
管内５町と峡南在宅医療支援センターに個別ヒアリングを実施し、区域内の課
題を整理し、峡南地域在宅医療広域連携会議で情報共有を行った。
【ICTの活用の推進】
西八代医師会と連携し、バイタルリンク運用に関する周知を行った。

在宅医療・介護について、関係機関から出た課題を整理し、各種会議を通じて、
課題解決のために具体的な取り組みに繋げている。

峡南保健福祉事務所

■これまでの進展：医療機能の集約が進み、区域全体の役割分担が明確化
在宅医療との連携が強化され、切れ目ない医療体制の基盤が形成

■現在の課題：医療人材の確保は、すべての医療機関に共通する最重要課題
再編に伴う離職リスクなど、持続的運営の不安要素も存在

■今後に向けて：医療機関再編や在宅医療の強化、ICT活用などの取組を組み合わせながら、
地域全体で持続可能な医療体制を確立していくことが重要



新たな地域医療構想の策定について

資料２

令和8（2026）年2月2５日

令和7年度地域医療構想調整会議（峡南構想区域）

山梨県福祉保健部医務課
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１．新たな地域医療構想に係る国の検討状況

2

R8.1.28「第10回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」（抜粋）



R6.12.3「第13回新たな地域医療構想に関する検討会資料」（抜粋）
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R6.12.3「新たな地域医療構想等に関する検討会資料」（抜粋）



4

R8.1.28「第10回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」（抜粋）



5

回復期⇒包括期
に変更
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R8.1.28「第10回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」（抜粋）
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R8.1.28「第10回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」（抜粋）
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R8.1.28「第10回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」（抜粋）
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R8.1.28「第10回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」（抜粋）
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２．本県における 『新たな地域医療構想』 策定に係るスケジュール

３月２月
R９年
１月

１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月３月
R８年
２月

地
域
医
療
構
想

調
整
会
議

デ
ー
タ
分
析
等

委
託
業
者

山
梨
県
（
医
務
課
）

R９（2027）年度以降R８（2026）年度R７（2025）年度年度

 新たな地域医療構想の取組開始
• 新たな地域医療構想に基づいた取組の実施
• 医療機関機能・連携、病床の機能分化・連携
等の具体的な協議

 新たな地域医療構想の策定
• 人口推計・病床数・医療資源等の基礎データを用い、
現状と課題を共有

• 区域の見直し、医療機能の確保、地域特有の課題等
について協議・検討

• 地域医療提供体制の方向性及び将来の必要病床数
等を策定

• 各医療機関で、計画（具体的対応方針・公的医療機
関2025プラン・公立病院経営強化プラン）に基づ
いた、地域医療構想に係る取組を実施

• 峡南区域では、区域対応方針に基づく取組を実施
• 上記取組について振り返り調査を行い、現状と今後
の課題を調整会議で共有

取組
内容

 全体スケジュール

 R７年度・８年度スケジュール（予定）

医
療
審
議
会

医
療
審
議
会

医
療
審
議
会

調
整
会
議

（
４
区
域
）

調
整
会
議

（
４
区
域
）

調
整
会
議

（
４
区
域
）

検
討
会
議

検
討
会
議

検討報告書作成 検討報告書検証

パブリック
コメント

策定に向けた検討・作業 （庁内関係部署と連携）
策
定

国ガイドライン
発出

データ分析項目検討・分析

検
討
会
議

報告

報告
反映反映

反映

報告

報告

反映

調整会議の回数・時期は予定で
あり、適宜、書面開催等を追加
する可能性あり。

審議会の回数・時期は予定で
あり、議案に応じて適宜決定。

検討会議の回数は現時点では
3回を予定（時期未定）。適
宜、医務課と協議し進める。

契
約
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３．地域医療提供体制検討データ分析業務委託について

 業務委託の概要  検討会議の構成員について

 業務名 地域医療提供体制検討データ分析業務

 業務目的
• 地域医療提供体制の現状把握と課題整理、今後の方向性検討に資する
データ分析を実施。

• 新たな地域医療構想の検討に向け、調整会議で活用可能な資料を作成。

 業務内容
① データ分析
• 入院・外来・在宅・介護連携等を含む医療提供体制に関する分析
• 必要病床数、構想区域の見直し、医療機関機能、医療従事者確保等を検証
• 提供データ（県レセプトデータ、病床機能報告等）＋公的統計を使用

② 検討会議の開催 （3回程度）
• 有識者等による会議運営（スケジュール調整、資料作成、会議録等）
• 分析結果の検証、方向性整理、ファシリテーション支援
• 議題・日程は県と協議し決定

③ 検討報告書の作成
• 分析結果・議論内容を踏まえ、2040年を見据えた医療提供体制の方向
性を整理

• 調整会議向け説明資料も作成

 委託期間
契約締結日（R8年2月中旬） ～ 令和9年3月31日（R8年度末）

 契約方法 公募型プロポーザル方式

 委託業者 ○○○○

 現行の地域医療構想策定時（平成27年度）に設置された「策定
検討会」を参考とすると、今回の検討会議の構成員数は20名程
度を想定。

 なお、当時の検討会の構成員属性は以下のとおりだが、今回の
構成が同一となるものではない。

 新たな地域医療構想では、在宅医療・介護連携や精神医療を含
むため、当該分野の専門家（関係者）を追加。併せて、地域医療
構想アドバイザー（今後設置予定）も追加してはどうか。

策定検討会委員（H27年度）
山梨県医師会 会⻑１
山梨県医師会 理事2
山梨県医師会 理事3
山梨県⻭科医師会 専務理事4
山梨県薬剤師会 副会⻑5
山梨県看護協会 会長6
山梨県民間病院協会 会長7
山梨県官公立病院等協議会 会長8
山梨県慢性期医療協会 副会⻑9
山梨県市⻑会 理事10
山梨県町村会 会⻑11
山梨県保険者協議会 会長12
山梨大学医学部附属病院 院⻑13
山梨県立中央病院 院⻑14
山梨大学大学院総合研究部 教授15
山梨県保健所⻑会 会⻑16
山梨県福祉保健部 参事17

在宅医療・介護
分野の専門家（関
係者）を追加

地域医療構想
アドバイザーを
追加

【地域医療構想アドバイザー】
・地域医療構想の検討において、専門的知見を
基に助言・提案を行う外部有識者
・本県ではこれまで未設置であったが、R8年度
から4名程度を設置予定（内諾済）

R7.12月補正予算（県）

精神医療分野の
専門家（関係者）
を追加

14



R7病床数適正化支援事業給付金（国経済対策）の実施状況について

効率的な医療提供体制の確保を図るため、医療需要の急激な変化により経営状況の急変に直面し、病床数
の適正化を進める医療機関に対して、経費相当分の給付金を支給する。

（R6国補正予算事業：R6年12月17日成立）

 支給対象：病院（一般・療養・精神病床）、有床診療所

 支給要件：R6年12月17日（国補正予算成立日）からR7年9月30日までの間に、病床（一般・療養・

精神病床）の削減の届出を行い、かつR7年9月末時点で廃院及び無床化していないこと。

 給 付 額：削減病床1床につき、4,104千円

 国内示額：１３６床（第1次：100床、第2次：36床） ※活用意向調査（本県要望）：５５７床

 配分基準：国から示された算出基準に基づき、一部緩和基準を設けた上で配分を実施。

※R4～６年度に経常赤字があること、新興感染症確保病床や基準病床数・必要病床数等に影響がないこと等。

構想区域内訳配分額配分病床数（計）精神病床療養病床一般病床

中北：33床（精神）
峡東：62床（一般・精神）
峡南：10床（一般）
富士・東部：31床（一般・精神）

558,144千円136床61床0床75床

事業概要

支給対象・要件等

本県の状況

本
県
の
配
分
実
績

資料３


